
２月は、あわら市内の繊維関連事業所の
製品・商品の展示紹介をします。

4  あわら市商工会だより このページは商工会の会員専用です

お問合せ・申込みは、あわら市商工会までお電話下さい。あわら市市姫一丁目9-21　ＴＥＬ７３- ０２４８

ー 記帳して青色申告をしましょう ー
● 平成26年1月から、全ての事業者の方(白色の方を含
む)に記帳義務が課せられます。
この機会に是非、「青色申告」をお勧めします。青色
申告者には数多くの特典があり、節税の一歩となり
ます。
● 適用する年分の3月15日まで（平成25年分から適用
ならば25年3月15日）に、青色申告承認申請書を税
務署に提出してください。

● 所得税・贈与税の申告・納税は3月15日（金）ま
でです。
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は4月
1日（月）までです。
納税は口座振替をご利用ください。

●問い合わせ
　三国税務署　☎0776-81-3211（自動音声案内）

三国税務署からのお知らせ

平成25年度所得税青色申告個別決算指導と
消費税申告の相談について

月 　日 時　間 会　場 税理士名
2月20日（水）

9：00

～

16：00

金津　本所 伊藤直 税理士
22日（金） 芦原　支所 横山 税理士
26日（火） 金津　本所 三國 税理士
28日（木） 芦原　支所 横山 税理士

3月 4日（月） 金津　本所 三国 税理士
5日（火） 芦原　支所 横山 税理士
11日（月） 芦原　支所 横山 税理士
12日（火） 金津　本所 三國 税理士



あわら魅力館

あわら市のいいもの魅力発見新情報収集
あわら魅力館「あわらんてな」にお越し下さい！！ 

２／２８㈭まで営業しています

常時、金津あ祭り本陣飾り物の展示、地域イベ
ント情報、あわら市の特産品の紹介等を行い、
あわら市の魅力と賑わいの創出を図ります。

２月は、あわら市内の繊維関連事業所の事事業業所所業所業 ののの
製品・商品の展示紹介をします。
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営業時間  9:00～13:00 　14:00～18:00
会 場  ＪＲ芦原温泉駅前「旧ウチダ酒店」
 あわら市春宮一丁目５１６－２
お問合せ  あわらんてな　☎７３－１７１１
 あわら市商工会　☎７３－０２４８ ●交番
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　高年齢者雇用安定法が改正され、定年後引き続き雇用する「継続雇用制度」

の対象者を労使協定による基準で限定できる仕組みが廃止されました。

　平成２５年４月１日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要

になります。( 平成３７年度までは経過措置として、厚生年金の報酬比例部分の受

給開始年齢に達した人には「基準」を引き続き適用することが可能です。)

　現在、基準を設けて対象者を限定している事業主の方は、改正法の速やかな対

応をお願いします。

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主のみなさまには、法

定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が平成

２５年４月１日より以下のように引き上げられます。

・民間企業　　　　　　　　１．８％ から ２．０％

・国、地方公共団体等　　　２．１％ から ２．３％

・都道府県の教育委員会　　２．０％ から ２．２％

詳細はハローワーク三国 (℡０７７６－８１－３２６２)へお問い合わせください。

障害者の法定雇用率が引き上げになります！
(平成２５年４月１日施行 )

事業主のみなさま、法定雇用率以上の障害者雇用をお願いします。

高年齢者雇用安定法が改正され、定年後引き続き雇用する高年齢者雇用安定法が改正され、定年後引き続き雇用する「継続雇用制度」「継続雇用制度」

改正高年齢者雇用安定法の速やかな対応をお願いします！
(平成２５年４月１日施行 )

日 時  ３月１２日（火）
 13：30～16：00

場 所  みくに文化未来館
 坂井市三国町神明
 一丁目４－２０

参加企業   あ わら・坂井地 域の
事業所15社(予定 )

対 象 者   現 在お仕事を探して
いる方々及び学卒未
内定の生徒・学生

地元企業への就職を
目指しているみなさま
「あわら・坂井地域就職応援面
接会」を開催します！
地元の企業が一堂に会し、会社
概要・求人内容などを説明しな
がら、面接を行います。

事業主のみなさまへ


